
   

裏面に続く

記入欄が不足する場合は、No.4をご使用ください。

 上記被相続人の相続財産のうち、貴組合との取引について相続する者は、以下のとおりであることを申告すると
 ともに、相続手続完了までに以下を満たさなくなった場合には別途申告致します。

 相続関係者に外国為替および外国貿易法に基づく資産凍結措置等経済制裁対象者（外国人）または北朝鮮
 に住所もしくは居所を有するものはおりません。

確認のうえ、申告（チェック）してください

過日死亡しました上記の被相続人の相続財産のうち、貴組合との取引については、

いずれかに○をしてください

次のとおり手続きしてください。
なお、貴組合との取引について私・私どものほかに相続人その他の権利を有する者（上記⑦の場合、私が相続

手続きを行うことに反対し異議を述べる者）は一切存在せず、万一私・私ども以外の者から権利を主張された場合は、

貴組合の責によるものを除き、私・私どもが連帯して責任を負い、貴組合には一切迷惑、損害をおかけ致しません。

手続き終了後の預金の元利金、出資金および出資配当金、通帳・証書、貸金庫の格納品および返戻手数料は、

相続人代表者または相続関係者１名の場合は私に直接お渡しください。

□ ⑦

□ ⑧ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
私が全額相続（共同相続人がある場合は、全額私が共同相続人の代表として相続）しますので、

遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の調停・審判はありませんが、相続人間に争いがないため、

□ ⑤
□ ⑥ 遺産整理に関する委任契約書のとおり委任を受けていますので、

家庭裁判所の調停調書・審判書謄本にもとづき、

□ ③
□ ④ 遺言により相続または遺贈されましたので、

遺産分割協議前につき、相続人全員の委任を受けましたので、

□ ①
□ ② 相続人（法定相続人）は、私一人につき、私が相続致しますので、

相続人全員で遺産分割協議（本書・別添）を行いましたので、

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                                  )

住所

氏名

該当をお選びください

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                                  )

住所

氏名

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                                  )

住所

□相続人代表者
　（相続関係者が複数の場合、代表して相続手
続きを行う方）

□相続人　　　□代理人
□受遺者　　　□遺言執行者
□相続財産管理人
□（　　　　　　　　　 　　　   　）

住所

氏名

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                                  )

住所

氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相　続　手　続　依　頼　書　　　　　　　　　　　　　　　
№１

備後信用組合　　御中 年 4 月 21 日令和７

被相続人 氏名
お亡くなりになられた日

　　　　　年　　　月　　　日
※相続関係者ご自身が、印鑑証明書どおりの「住所・氏名（同じ字体）」によりご署名ならびに実印を押印してください。 該当をお選びください

氏名

関係 相続関係者

実印

実印

実印

実印

実印

記入例【遺産分割協議】

相続人代表者が受領される場合

備後 太郎
被相続人

亡くなられた方のお名前をご記入ください。

✓

相続手続きを代表して行う方
をお選びください。

福山市野上町３丁目２番３号

備後 花子

福山市住吉町７番２１号

備後 一郎
相続関係者

※必ず、ご本人が自署願います。

※印鑑証明書と同様の内容でご記入くだ

さい。

戸籍謄本等で判明している全ての

相続関係者の署名・捺印（実印）が必要

です。

✓

亡くなられた日を

ご記入ください。

令和 7 1 10

実印

実印

いずれかに〇をしてください。

・本書類を使用する場合：本書

・別に遺産分割協議書を作成している場合：別添

※別添の場合、相続関係者欄は相続を受ける方のみ署名が必要です。

✓

本書類を提出される日を

ご記入ください。

✓

ご確認のうえ、申告（チェック）してください。



№2

番号 預金等種類 口座番号 残高 取扱区分 相続を受ける方 備考
通帳・
証書の
喪失

1
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

2
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

3
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

4
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更 福山南支店 喪失

5
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

6
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

7
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

8
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

9
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

10
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

11
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

12
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

13
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

14
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

15
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

１．相続預金等の表示

預金等種類 ： 該当を○で囲んでください。
取扱区分 ： 該当を○で囲んでください。

備考
出資証券の

喪失

総合口座当座貸越の場合は、総合定期預金のご解約により差引計算を行っていた
だくか、別途資金によりご返済された後、ご解約になります。

通帳・証書喪失 : 該当を○で囲んでください。

通帳・証書喪失　当該通帳・証書は所在不明で提出できませんので、未提出のまま相続手続を行ってください。

円 備後  花子 脱退 ・ 相続加入

２．出資金の表示・取扱内容

証券番号 口数 額面金額 脱退または相続加入をする方 取引内容

喪失

口 円 脱退 ・ 相続加入 喪失

口

脱退 ・ 相続加入 喪失

口 円 脱退 ・ 相続加入

取引内容、出資証券喪失　 ： 該当する場合、○で囲んでください。

出資証券喪失　当該出資証券は所在不明で提出できませんので、未提出のまま相続手続を行ってください。

№３に続く

（保存期間　　20年）　（業務部　2023.７改正 A4・両面）

喪失

口 円

通帳・証書を喪失され
ている場合は、「喪失」
を〇で囲んでください。

ご解約の場合：「払戻」

名義変更の場合：「名義変更」

を〇で囲んでください。

相続を受ける方は、

まとめて記入されても

それぞれの欄に記入されても結構です。

123456 1,000,000

備後 花子234567 2,000,000

345678 3,000,000

456789 4,000,000

複数店舗に預金がある場合は、
取扱店舗をご記入ください。

A6789 20 10,000

相続を受けられる方のお名前をご記入ください。 出資証券を喪失され
ている場合は、「喪
失」を〇で囲んでくだ

記入例【遺産分割協議】



　
　　

□相続人代表者
□相続人　　□（　　　　　　　）
□受遺者
□遺言執行者
□相続財産管理人
□遺産整理業務受任者

住所

氏名

裏面に続く

貸金庫の開閉、格納物の引取り、ならびに解約手続を上記相続人等
代表者に委任しましたので、貸金庫契約を解約のうえ、格納物件を
お引渡しください。

喪失

付属鍵は、お引渡し致します。

受領書
備後信用組合　御中

　　　　　年　　月　　日

上記解約手続は、相続手続が整い次第、行ってください。

５．貸金庫の明細および取扱内容（兼喪失届）

貸金庫番号 取扱内容 鍵の返却

キャッシュカード 喪失

口座振替サービス ―

随時型カードローン（クイック契約） ―

カードローン 喪失

４．その他取引・サービス

　次の付随サービスの取引がある場合は、別途依頼書等を提出せず、すべて解約手続きを依頼します。
カードローン取引の使用による貴組合への支払に関する未払いがある場合は、相続人として貴組合より
請求があり次第、直ちにお支払します。

付随サービス（カードを喪失している場合は該当を○で囲んでください。）

残高証明書継続発行 ―

口座名義【相続人・代理人】 振込先 預金種類 口座番号

｢相続を受ける方｣が複数の場合は、相続預金払戻金等を受領する件を以下の相続人代表者へ委任します。

 フリガナ 銀行・農協

店 普通　・　貯蓄

信金・信組

№3
３．相続財産（預金）払戻金の受領方法

　（受領方法①.②いずれかをお選びください）
 ※振込の場合は振込手数料を振込金から差引いてください。

□①下記口座へ全額入金または振込
□②現金支払

貸金庫の格納品を確かに受取りました。

実印

備後 花子 備後 本店営業部 111222
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾊﾅｺ

✓

カードを喪失されている場合は、「喪失」に
○を囲んでください。

貸金庫の格納品を確かに受取りました。貸金庫の格納品を確かに受取りました。

記入例【遺産分割協議】

相続財産（預金）払戻金の受領方法をご記入ください。



 受付店（取次店）

 送付日

関係 相続関係者
□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                       )

住所

氏名

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                       )

住所

氏名

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                       )

住所

氏名

№2の「相続預金等」欄が不足する場合にご記入ください。

番号 預金等種類 口座番号 残高 取扱区分 相続を受ける方 備考
通帳・
証書の
喪失

16
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

17
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

18
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

19
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

20
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

21
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

22
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

手数料解除
登録確認

格納品無
の確認

喪失

備考

支店長 検　印 係　印 印鑑照合 受　付

使用料
返却日

解約日
正鍵

返却日

＊解約時返却額：解約日の属する月の翌月から向う3月分まで

（保存期間　　20年）　（業務部　2023.７改正 A4・両面）

№1の「相続関係者」欄が不足する場合にご記入ください。
№4

検　印 係　印 印鑑照合 受　付

使用料
返却額 円

組合使用欄

【貸金庫】
・手数料返戻・登録の解除を失念しないこと

【注意事項】

・現金支払時は「相続預金受領書」 を徴求
・預金等の名義変更時には新名義について顧客照会を実施

（検印）（検印）

実印

実印

実印

記入例【遺産分割協議】

相続人代表者が受領される場合

№１の「相続関係者」欄や№2の「相続預

金等」欄が不足する場合にご記入くださ

い。



   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相　続　手　続　依　頼　書　　　　　　　　　　　　　　　
№１

備後信用組合　　御中 年 月 日

被相続人 氏名
お亡くなりになられた日

　　　　　年　　　月　　　日
 該当をお選びください ※相続関係者ご自身が、印鑑証明書どおりの「住所・氏名（同じ字体）」によりご署名ならびに実印を押印してください。

関係 相続関係者
□相続人代表者
　（相続関係者が複数の場合、代表して相続手
続きを行う方）

□相続人　　　□代理人
□受遺者　　　□遺言執行者
□相続財産管理人
□（　　　　　　　　　 　　　   　）

住所

氏名

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                                  )

住所

氏名

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                                  )

住所

氏名

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                                  )

住所

氏名

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                                  )

住所

氏名

記入欄が不足する場合は、No.4をご使用ください。

過日死亡しました上記の被相続人の相続財産のうち、貴組合との取引については、

該当をお選びください いずれかに○をしてください

□ ① 相続人全員で遺産分割協議（本書・別添）を行いましたので、
□ ② 相続人（法定相続人）は、私一人につき、私が相続致しますので、
□ ③ 遺産分割協議前につき、相続人全員の委任を受けましたので、
□ ④ 遺言により相続または遺贈されましたので、
□ ⑤ 家庭裁判所の調停調書・審判書謄本にもとづき、
□ ⑥ 遺産整理に関する委任契約書のとおり委任を受けていますので、
□ ⑦ 遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の調停・審判はありませんが、相続人間に争いがないため、

私が全額相続（共同相続人がある場合は、全額私が共同相続人の代表として相続）しますので、

□ ⑧ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

次のとおり手続きしてください。
なお、貴組合との取引について私・私どものほかに相続人その他の権利を有する者（上記⑦の場合、私が相続

手続きを行うことに反対し異議を述べる者）は一切存在せず、万一私・私ども以外の者から権利を主張された場合は、

貴組合の責によるものを除き、私・私どもが連帯して責任を負い、貴組合には一切迷惑、損害をおかけ致しません。

手続き終了後の預金の元利金、出資金および出資配当金、通帳・証書、貸金庫の格納品および返戻手数料は、

相続人代表者または相続関係者１名の場合は私に直接お渡しください。

 上記被相続人の相続財産のうち、貴組合との取引について相続する者は、以下のとおりであることを申告すると
 ともに、相続手続完了までに以下を満たさなくなった場合には別途申告致します。

 相続関係者に外国為替および外国貿易法に基づく資産凍結措置等経済制裁対象者（外国人）または北朝鮮
 に住所もしくは居所を有するものはおりません。

確認のうえ、申告（チェック）してください 裏面に続く

実印

実印

実印

実印

実印



№2

番号 預金等種類 口座番号 残高 取扱区分 相続を受ける方 備考
通帳・
証書の
喪失

1
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

2
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

3
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

4
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

5
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

6
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

7
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

8
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

9
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

10
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

11
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

12
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

喪失

13
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

円

　払戻
　名義変更

喪失

14
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

該当を○で囲んでください。

喪失

１．相続預金等の表示

預金等種類 ： 該当を○で囲んでください。

15
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

取引内容 備考
出資証券の

喪失

取扱区分 ： 該当を○で囲んでください。
総合口座当座貸越の場合は、総合定期預金のご解約により差引計算を行っていた
だくか、別途資金によりご返済された後、ご解約になります。

通帳・証書喪失 :

円 脱退 ・ 相続加入

通帳・証書喪失　当該通帳・証書は所在不明で提出できませんので、未提出のまま相続手続を行ってください。

２．出資金の表示・取扱内容

証券番号 口数 額面金額 脱退または相続加入をする方

喪失

口 円 脱退 ・ 相続加入 喪失

口

脱退 ・ 相続加入 喪失

口 円 脱退 ・ 相続加入

取引内容、出資証券喪失　 ： 該当する場合、○で囲んでください。

出資証券喪失　当該出資証券は所在不明で提出できませんので、未提出のまま相続手続を行ってください。

№３に続く

（保存期間　　20年）　（業務部　2023.７改正 A4・両面）

喪失

口 円



　
　　

№3
３．相続財産（預金）払戻金の受領方法

　（受領方法①.②いずれかをお選びください）
 ※振込の場合は振込手数料を振込金から差引いてください。

□①下記口座へ全額入金または振込
□②現金支払

｢相続を受ける方｣が複数の場合は、相続預金払戻金等を受領する件を以下の相続人代表者へ委任します。

口座名義【相続人・代理人】 振込先 預金種類 口座番号

 フリガナ 銀行・農協

店 普通　・　貯蓄

信金・信組

４．その他取引・サービス

　次の付随サービスの取引がある場合は、別途依頼書等を提出せず、すべて解約手続きを依頼します。
カードローン取引の使用による貴組合への支払に関する未払いがある場合は、相続人として貴組合より
請求があり次第、直ちにお支払します。

付随サービス（カードを喪失している場合は該当を○で囲んでください。）

残高証明書継続発行 ―

口座振替サービス ―

随時型カードローン（クイック契約） ―

カードローン 喪失

キャッシュカード 喪失

上記解約手続は、相続手続が整い次第、行ってください。

５．貸金庫の明細および取扱内容（兼喪失届）

貸金庫番号 取扱内容 鍵の返却

貸金庫の開閉、格納物の引取り、ならびに解約手続を上記相続人等
代表者に委任しましたので、貸金庫契約を解約のうえ、格納物件を
お引渡しください。

喪失

付属鍵は、お引渡し致します。

受領書
備後信用組合　御中

　　　　　年　　月　　日

□相続人代表者
□相続人　　□（　　　　　　　）
□受遺者
□遺言執行者
□相続財産管理人
□遺産整理業務受任者

住所

氏名

裏面に続く

貸金庫の格納品を確かに受取りました。

実印



 受付店（取次店）

 送付日

№4
№1の「相続関係者」欄が不足する場合にご記入ください。

関係 相続関係者
□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                       )

住所

氏名

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                       )

住所

氏名

□相続人
□受遺者
□遺言執行者
□(                       )

住所

氏名

№2の「相続預金等」欄が不足する場合にご記入ください。

番号 預金等種類 口座番号 残高 取扱区分 相続を受ける方 備考
通帳・
証書の
喪失

16
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

17
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

18
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

19
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

20
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

21
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

22
普通預金・定期預金・定期積金
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

円

　払戻
　名義変更

喪失

備考

支店長 検　印 係　印 印鑑照合 受　付

解約日
正鍵

返却日
手数料解除
登録確認

格納品無
の確認

＊解約時返却額：解約日の属する月の翌月から向う3月分まで

（保存期間　　20年）　（業務部　2023.７改正 A4・両面）

検　印 係　印 印鑑照合 受　付

使用料
返却額 円

使用料
返却日

組合使用欄

【貸金庫】
・手数料返戻・登録の解除を失念しないこと

【注意事項】

・現金支払時は「相続預金受領書」 を徴求
・預金等の名義変更時には新名義について顧客照会を実施

（検印）（検印）

実印

実印

実印


